
機密性2

第3議案

′令和4年度における東京高等裁判所の裁判官の配置,裁判事務の代理順序，裁判

事務の分担,事件の分配，開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定めを次のと
、 ： ．

おりとする｡

第’章裁判官の配置.
：

’各民事部，刑事部及び特別部に配置する裁判官を，別表’のとおりとする。

2知的財産高等裁判所については,同裁判所が定めるとごろによる｡
. , j - ，

第2章裁判事務の代理順序

’ 裁判長に差し支えがあるときは，そ；の部の裁判官が別表，に掲げる順序に.よっ
’ ．： ･

て裁判長を代理する6ただし,特別の理由があるときは,部の合議により､,その

部の他の裁判官に裁判長を代理させることができる｡

2裁判長でない裁判官に差し支えがあるときは，他の部の裁判官(裁判長を除

く｡‘ ）が, ：これを代理する。
0 ： 心 ､

3一つの部の裁判官全部に差し支えがあるときは》他の部の裁判官が， これを代

理する。ただし,夏期休廷及び夏期休廷中の代鋤ま,別表2のとおりとする｡：

4知的財産高等裁判所については'同裁判所が定めるところによる｡．

第3章裁判事務の分担

第1節民事部及び知的財産高等裁判所

1 民事部

第’民事部第2民事部，第4民事部，第5民事部' ・第7民事部から第12民
j. f j. .

事部まで’第’4民事部から第’7民事部まで及び第'9民事部から第24民事
． ；・

部までの各部は'本節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担する事件を除く民事

に関する次の事件及び家事に関する次の事件を分担する6ただし, ､(8);(9)の事件
． ' " i.F .

は’第8民事部,第9民事部,"10民事部及び第11民事部が33⑩から鯛まで

ｆ
ｌ
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機密性2

の事件は,第10民事部が分担する｡ j

（1） 管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する控訴事件及び抗告事件((8)《
’ ・ ；

の事件及び第3節の3の(4)から(8)までに掲げる事件を除く｡ ）

I2)選挙に関する訴訟事件 ：, ！ ：

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は住民投票に関する訴訟事件

（4）普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟事件
： 、

(5)差戻事件及び再審事件

(6)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て事件及び特別抗告提起事件

並びに許可抗告申立て事件

(7)除斥又は忌避の申立てに関する事件

(8)管内の家庭裁判所の裁判に対ずる抗告事件

（9）高等裁判所を第一審とする家事審判事件

側管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の第一審判決に対する上告事

、件

伽管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件 ･

卿鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第5'条の事件

卿最高裁判所にした特別上告提起事件

㈱刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件
ロ ヤ ･

側民事調停法第20条第1項及び第4項並びに家事事件手続法第274条第1

項による調停事件

2知的財産高等裁判所

知的財産高等裁判所は；次の事件を分担する。

(1)知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第血9号｡以下｢設置法｣と

,いう6. )第2条第1号所定の毒伴

（2）設置法第2条第2号所定の事件（特許庁の特許,&実用新案，意匠又は商標に

（
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関する審決又は決定に対する不服の訴えに関する事件）

（3）設置法第2条第3号所定の事件（(1),(2)の訴訟に係る抗告事件j : (1)の訴訟を

本案とする民事保全事件, (2)の訴訟を本案とする執行停止事件, <'),(2)の事件

に係る差戻事件及び再審事件,商号に関する事件で知的財産に関する専門的な
’ 6 7 . ．

知見を要する事件などを含む。 ）

(4)設置法第2条第4号所定の事件

(5)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て事件及び特別抗告提起事件
． ヤ ．

並びに許可抗告申立て事件((')から(4)までに掲げる事件に関するものに限る｡ ）

佃･除斥又は忌避の申立でに関ずる事件（知的財産高等裁判所に関するものに限
一C ．

る6 ）

；第2節刑事部

；第1刑事部から第1ｼ2刑事部までは,刑事及び少年に関する次の事件並びに心神

喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律似下

f医療観察法jという｡ )に関する次の事件を分担する｡
- ﾛ ･ ･ ． 1 ｡ ｡ . 、

1､管内の簡易裁判所地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する控訴事件,抗告

事件及び抗告受理申立て事件
． ‘ ． ， ： ’

2忌避の申立て及び刑事訴訟法第428条第2項の異議の申立てに関する事件
、 ﾛ 3 ． 勺 ｡

3差戻事件：

4再審請求事件,刑事補償請求事件及び費用補償請求事件

第3節．特別部 ， 、

第1特別部から第5特別部までは，次の各区分による事件を分担ずる･

1第1特別部

海難審判法第44条の事件

2第2特別部

人身保護法第4条の請求に関する事件

3第3特別部

（

（
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機密性2

（1） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（平成25年法律第100

号による改正前のもの)第85条又は第86条の事件

(2) 中小企業等協同組合法（平成25年法律第100号による改正前のもの）第

109条の事件

(3) :水産業協同組合法(平成25年法律第100号による改正前のもの）第95

．条の5の事件

(4)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第85条第1号に掲げる訴

訟の控訴事件 ‘

(5)同条第2号に掲げる事件の抗告事件

(6) 同法第85条の2に掲げる訴訟の控訴事件

(7):中小企業等協同組合法第107条及び第108条の規定による公正取引委員

会の排除措置命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟の控
も .

訴事件： ；
. i a

（8）氷産業共同組合法第95条の3及び第95条の､4の規定による公正取引委員

会の排除措置命令に係る行政事件訴訟法熱条第'項に規定する抗告訴訟の控

訴事件 〆

4第4特別部

(1)'裁判所法第16条第4号の事件

（2）裁判官分限法第3条の事件

(3): 日本国憲法の改正手続に関する法律第127条の事件

(4): ､最高裁判所裁判官国民審査法第36条又は第38条の事件

(5) 弁護士法第16条又は第61条の事件

(6)外国弁護士による法律事務の取扱いに雷する特別措置法第60条の事件

5第5特別部

(1)逃亡犯罪人引渡法による審査等請求事件

（2） 同法による拘禁許可状請求事件及び仮拘禁許可状請求事件

（
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機密性2

(3)”国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による審査等請求事件
． ． ； ．

(4) 同法律による拘禁許可状請求事件及び仮拘禁許可状請求事件

(5)第2節,から4までに掲げる事件に当たらなし､刑事事件

6第1特別部から第5特別部まで

各特別部における次に掲げる事件

〈1） 民事に関する除斥又は忌避の申立てに関する事件

(2)民事に関する差戻事件及び再審事件

（3）刑事に関ずろ忌避の申立て及び刑事訴訟法第428条第2項の異議の申立て

に関する事件 ,
. , ､ . 。 p

（4）刑事に関する差戻事件

（5）刑事に関する再審請求事件，刑事補償請求事件及び費用補償請求事件
, ． ：

‘第4章事件の分配f

第3章第1節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担する事件を除く事件について，

次のと湖,各雛分配÷る・知的財産高等裁判所については,同裁判所が定める
ところによる。’

、 ？ 、

1 民事部が分担する事件

（1）欲のアから力までに掲げる事件は, ･その事件の種類別に，受理の順点により，

民事部各部に分配する｡ただし;訴訟事件で原審記録が9冊を超乏るきもめにっ
f ｡ ｡

． ． ？

ル､では，事件の種類を問わず， 9冊を超え19冊以下のものと19冊を超える
ﾞ ． ：

ものとに区分し;同区分に従い,それぞれ受理の順点により，民事部各部に分

配する。また,'抗告事件(豪庭裁判所の裁判に対する抗告事件を除く6 ）で原

審記録が5冊を超えるもの((3)の事件を除く｡ ）については,事件の鱗を問

わず,､受理の順点により，民事部各部に分配する。

ア民事の控訴事件

イ民事の抗告事件

ウ行政の控訴事件

0

（

（
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エ行政の抗告事件

オ選挙に関する訴訟事件

力第3章第1節1の(3)及び(4)に掲げる事件
． ． ： ． 、

(2)ア家庭裁判所の裁判に対する抗告事件Iま,遺産分割の審判に対する抗告事件，
． ． ， ：

： ‘
子の返還申立事件の決定に対する抗告事件及びそれ以外の抗告事件に区分し，

それぞれ受理の順点により,第8民事部,第9民事部第'0民事部及び第
｡ ｡ 〃 ロ

11民事部に分配する。ただし,家庭裁判所の裁判に対する抗告事件で原審
： ‐ ’･

記録が5冊を超えるものについては,事件の種類を問わ・ず,第8民事部,第

9民事部,第'0民事部及び第'’民事部に，受塞の順点により，分配する。

イアにかかわらず,家事審判事件についての審判と当該事件を本案とする審

判前の保全処分についての審判（審判前の保全処分の取消しに関する審判を

含む6以下同じd)が同日にされた場合には，それらの審判に対する各抗告
． ； 、

事件を同軍部に分配する。

（

ウア又はイの抗告事件に関連する高等裁判所が第一審として行う家事審判事

件は， 当該抗告事件が分配された部に分配する。

エア又はイにより分配された家庭裁判所の裁判に対する抗告事件は, (1)によ
。 1 ，

る民事の控訴事件の分配に当たり,遺産分割の審判に対する抗告事件2件を

民事の控訴事件3件として，それ以外の抗告事件又はウにより分配された高

等裁判所が第一審として行う家事審判事件3件を民事の控訴事伴i件として

計算する。 ‘

抗告事件((2)の事件を除く．）で緊急に処理まる必要があるととが記録上明(3)・抗告事件（(2)の事件を除く｡ ）で緊急に処理まる必要があることが記録上明
． Z ｡

らかなものについては,｛原審記録の冊数にかかわらず,事件の種類を問わない

で,受理の順点により，民事部各部に分配する6

（4）第3章第1節1の(M)に掲ぽる事件は，当該調停に付する裁判をした部に

分配する．

2刑事部が分担する事件
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機密性2

.(1)刑事の控訴事件（(2)に定めるものを除くも ）は；原審記録の重量が2‘ 5キ

ログラム未満， 5＄ 0キログラム未満, 15，0キログラム未満n25.0キ

ログラム未満50. 0キログラム未満及び50．0キログラム以上の区分に

よって受理の順点により，刑事部各部に分配する｡

(2)裁判員裁判に対する控訴事件は，原審記録の重量が5． 0キログラム未満，

15． 0キログラム未満及び15. 0キログラム以上の区分によって受理の順

点により，刑事部各部に分配する。

(3)抗告事件（医療観察法による抗告事件を除く。 ） ，抗告受理申立て事件及び

医療観察法による抗告事件は，それぞれ受理の順点により》.刑事部各部（夏期

休廷中に受理した事件については,休廷部を除く｡）に分配する｡ただし，勾

留に関する抗告事件（法廷等の秩序維持に関する法律による監置処分に対する

抗告事件その他急速に処理まる必要のある抗告事件を含む｡）は，次の要領に
より分配する。

ア各部のうち1箇部を当番部とし，当番部は，当番日 (執務時間外を含
. ‘ . :． ，

、む。 ）に受理した事件をすべて処理するものとする。

イ当番日に分配を受けた事件数が多くｼ これを処理することが困難なときは，

翌当番日の当番部と協議の上， これを処理することができる。

翌当番日の当番部が，前記協議により事件を処理したときは， これを当番
． ， 、 o ・ ゞ

部として処理したものとする･

ウ当番部が出張等の理由で差し支えがあるときは,翌当番日の当番部と当番

部を繰り替えるものとする。

(4) (1)のうちj学生等集団事件については，原審記録の重量が25． 0キログラ
ﾞ j ・

ム未満のものについては,第羊審の審判が単独体で行われたものと合議体で行

われたものとに区別し,それぞれ受理の順点により，刑事部各部に分配する。

(5) (1)のうち,各種税法違反事件(関税法違反事件を除く。ただし,関税ほ脱罪

については， この限りでない。）は，第1刑事部に分配し， (1)の関係において

（

（
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は，他の控訴事件の3件として計算する。

（6） (3)のうち，抗告受理決定後の抗告事件につ.いては,その決定をした部に分配

する。

（7） (3)の場合にj同一の事件について，少年の抗告事件と抗告受理申立て事件を

受理したときは,次の要領により分配する。

ア同時に受理したとき又は少年の抗告事件の分配後に抗告受理申立て事件を

受理したときは，抗告受理申立て事件は，少年の抗告事件が分配された部に

分配する。 ‘

イ抗告受理申立て事件の分配後に少年め抗告事件を受理したときは,少年の

抗告事件は，抗告受理申立て事件が分配された部に分配する。

3 除斥又は忌避の申立て等、

除斥若しくは忌避の申立て叉は刑事訴訟法第428条第2項の異議の申立てに

関する裁判は，民事部及び刑事部においでは，各別に次位の部が,特別部におい

ては,その部がこれをする｡

4差戻事件

（1）差戻事件は,民事部及び刑事部各別に，民事部においては’の，刑事部にお

いては2の各控訴事件の分配に繰り入れて各部に分配し,特別部の事件はタそ
, ゅ 8 ． ，

の部に分配まる。

（2） (1)の場合に特別部の事件を分配する部がないときは,常置委員会又は東京高
′ i

等裁判所裁判官会議規程第'2条の代表者会議の議により,その性質に従って

相当である部に分配する。

5‘再審事件等

（1）民事塵関する再審事件，民事事件について最高裁判所にした上告提起事件,…

上告受理申立て事件，特別上告提起事件及び特別抗告提起事件,許可抗告申立
i

て事件,刑事に関する再審請求事件,刑事補償請求事件並びに費用補償請求事

件は，その裁判をした部に分配する｡

｛

Ｊ
１
、
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（2） (1)の場合に事件を分配する部がないときは，民事部及び刑事部各別に，受理
． ： ． ‘ 、

の順点により;各部に分配する｡ただし,特別部の事件は,常置委員会又は東

京高等裁判所裁判官会議規程第12条の各部を代表する裁判官の会議の議によ

トリ,その性質に従って相当である部に分配する。 、：

6(1)第1.0民事部が担当する第3章第1節1の側から鰹)まで及び")に掲げる事件

：は， ’の(1)の調整上,それぞ湿これを控訴事件又は抗告事件の'件として計算

する。

（2）第3特別部が担当す､ろ第3章第3節の3の(4)から(8)までに掲げる事件は; :1

1 の(1)の調整上，それぞれこれをその合議体を構成する民事部の裁判長が配置さ

れた部に分配されたものとみなす。
．： ． ． .

7 ’東京高等裁判所特殊事件取扱規程に定める特殊事件は,他の事件とは別に，受

理の順点により事件を分担すべき部に分配する。 ・
・ ． ， ・ ． ？ ． ． ． ： ・ ・ ：

8原裁判所においてi件として受理し，又ば併合して審理した事件の上訴は, :こミ
： ､

れを最初に分配を受けた部に分配する。ただし，前に受理した事件が結審後であ
： ． ． 、

るときは， との限りでない｡デリ

9－つの部に分配した事辱が麺の蔀の取扱事件と関凱｡併せて審理裁判するの
, ， ； .． ､

を便宜であるときは,関係の部の協議により§事件を繰り.替え，一つの部で併せ
， . ｡ .： - ． 4 ･

て審理裁判することができる。 ；

'0分配を受ける部に回避を要する裁判官がある場合には，次位の部に分配すべき
．：

事件と繰り替えて分配し,分配を受けた部に回避を要する裁判官が配置された場

合には;当該部と次位の部との協議により事件を繰り替えることができる6ただ

し，刑事部においては”当該事件漆各種税法違反事件(関税法違反事件を除く。

ただし，関税ほ脱罪については，どの限り､でない｡）であるときは, §この限りで

i

Ｊ
Ｉ
ｉ

ない。

11 (ある部に分配された事件が，特に煩雑であるときその他特別の事由があるとき
‘ ；

は,常置委員会又は東京高等裁判所裁判官会議規程第'2条の代表者会議の議に
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より,次位以下の部につき順次以上の理由を勘案してその事件を担当すべき部を
． ．. ： ．

定め,又はその事件を担当する部に対する事件の分配を停止する等適宜の処置を

するごとができる。

'2新受事件は，前年度において最後に分配を受けた部の次位の部を起点として，

各部に分配する。

13各部の前年度未済事件ば,当該部で引き続きこれを取り扱うも

第5章開廷日割

1 各部の開廷日割を別表3のとおりとする。ただし；各部は,､必要に応じ他の日

においても開廷するこ~とができる｡

2知的財産高等裁判所については,同裁判所が定めるところによる6

第6章行政事務の代理順序

1高等裁判所長官に差し支えがある．とぎは,別に定めるところにより選ばれた裁
. A. f､ ， ．

判官が, これを代理する｡

2部の総括者に差し支えがあるときI*,その部の裁判官が,別表1に掲げた順序
によって総括者を代理する｡ :

． ：

3知的財産高等裁判所の所長及び部の総括者に差し支えがあるときについでは；

同裁判所が定めるところによる6

（

、

附則

1 この定めば，令和4年1月順から施行する。

z この定めの第4章2の(1)う (2)， (3), (4),(6)及び(7)並びに4の規定にかかわ

らず，当分の間,第7刑事部及び第9刑事部に対する刑事の控訴事件；抗告

事件,抗告受理申立て事件及び差戻事件の分配を停止する。

3 ．第7刑事部及び第9刑事部がこの定めの第4章3､ 10， 11及び12に

規定する次位の部にあたるときは，当分の間， 「次位の部」 とあるのを「次
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』

々位の部jと読み替える。

4 この定めの第4章5の(1)の規定にかかわらず，第7刑事部及び第9刑事部

がした裁判に関する刑事の再審請求事件,刑事補償請求事件及び費用補償請

求事件は,第7刑事部及び第9刑事部については当分の間,事件を分配する

部がないものとみなし,同2箇郵を際く刑事部の各部に受理の順点により分

配し，同一の裁判に関する再審請求事件が数件あるときは, これらを'件と

みなし,最初に受理した事件の分配を受けた部にその後に受理した事件も併
P

せて分配する。ただし，前に分配された事件について終局決定があったとき

は,その後に受理した事件についてのみ同様とする。

｝

，
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(別表1） 機密性2

東京高等裁判所裁判官配置表(令和4年1月1日現在）
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(別表2） 機密性2

夏期休廷部日割表（令和4年度）
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(別表3） 機密性2

開廷日割表（令和4年度）
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機密性2

(参考）

令和4年度における東京高等裁判所の裁判官の配置“裁判事務の代理順康
． ｡ . §

裁判事務の分抵事件の分配，開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定め

新．旧対･ ・照表

(現行） (改正案）

第1章裁判官の配腫．

‘’各民事部,刑事部及び特別部に配置する裁判官を，

別表1のとおりとする｡、 ヌ 品 ′＃

2知的財産高等裁判所についでは,､同裁判所が定める

ところによる。 ・ ：
第2竜裁判事務の代理順序 ・

・ h O

1 裁判長に差し支えがあるときは,その部の裁判官が

別表1に掲げる順序によって裁判長を代理謝るbただ

し,_特別の理由があるときは､部の合議によりiその
部の他の裁判官に裁判長を代理させると:とができる。

2裁判長でない裁判官に差し支えがあるときはj他の

部の裁判官(鋼長を除く.)が, これを代理する。
き ， ｡ ． .

3－つの部の裁判官全部に差し支えがあるときは,･他

､の部の裁判官が, これを代理する｡ただし.夏掬休廷

及び夏期休廷中の代理は，別表2のとおりとする6

4知的財産高専裁判所については,同裁判所が定ある
‘ ところによる。 ， 、

第3章裁判事務の分担，

第'節民事部及び知的財産高等裁判所
． ： ． 、

1民事部 ： ． ．
. ． 与 ． ● 0 ,

第1民事部，第2民事部,第4民事部，第5民事

部，第7民事部から第12民事部まで，第14民事部

から第17民事部まで及び第19民事部から第24民
1 ． ， ．

事部までの各部は,雄節2に掲げる知的財産高等裁判

所が分担する事件を除く民事Iﾐ関する次の熱及び家
事に関する歌の事件を分担する｡･ただし,<8M9)の事

件はj第5民事部,第7民事部,第8民事部及び第9

民事部が,蠅sら鯛までの事件は, "第'0民事部が分
担ずる° ． ．

(1)管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する

控訴事件及び抗告事件《8)の事件及び第3節の3の

(4)から(8)までに掲げる事件を除く．） ・

(2)選挙に関する訴訟事件．

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は

’

第1章，裁判官の配置

，各民事部,刑事部及び特別部に配置する裁判官を，

別表1のとおりとする。

2知的財産高等裁判所については，同裁判所が定める
． 、 1 ロ ･

ところによる。 ． ’ ： 、

． ．第2章．裁判事務の代理順序

1銭判長に差し支えがあるときは，その部の裁判官が

別表1に掲げる順序によって裁判長を代理する｡ただ

し,特別の理由があるときは威蔀の合競により,その
部の他の裁判官に裁判長を代理させることができる。

2 ．裁判長でない裁判官に差し支えがあるときは，他の

,部の裁判官〈裁判長を除く｡ )が‘これを代理する6
s一つの部の裁判官全部に差し支えがあるときは;他
の部の裁判官が, これを代理する。ただし，夏期休廷

及び夏期休廷中の代理は，別表2のとおりとする｡ ・

4知的財産高等裁判所についてば,伺銭判所が定める
ところによるわ ，

第3章裁判事務の分担 ． ‘ 〃

第櫛民事部及び知的鱸高等裁判所
】 民事部』 ：

第1民事部，第2民事部,第4民事部，第5民事

部,第7民事部から第12民事部まで，第1．4民事部

から第”民事部まで及び第,9民事部から第24民
． ， ． ；

事部までの各部は,､本節2に掲げる知的財産高等裁判
｡ 6 『 0

．所が分担する事件を除く民事に関する次の事件及び家

1事に関ずる次の事件を分担する｡ただし, (8) (9)の事

｛

Ｉ

件は， 8渓争鄙第9氏 O民事部及び園

ユュ民事部が,伽から掴までの事件は, ･第10.民事部

が分担する｡・

11) ;管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する

．控訴事件及び抗告事件《8)の事件及び第3節の3の

(4)から(8)までに掲げる事件を除くも ） ：

(2).選挙に関する訴訟事件. ． ：

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は
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機密性2

(参考）

住民投票に関する所訟事件

（4）普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴

訟事件

.(51差戻事件及び再審事件

（6）最高裁判諏こじた上告提起事傑上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事
件、 、

（7）除斥又は忌避の申立てに関する事件・ ・

(8)管内の家鱗判所の裁判に対する抗告事件
(9)．高等裁判所を第一審とする家事審判事件

側管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の

第一審判決に対する上告事件．

in管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件 ．

⑫電波法第97条の事件 L

⑬砿業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律

第57条の事件

側最高裁判所にした織り上告提起事件…

h5l刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

(I0民事鯛停法第20条第'項及び第4項並びに家事

事件手続法第274条第1項による調停事件

9 知的財産高等裁判所

知的財産高等裁判所は，次の事件を分担する。

(1)知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第1

，｡鏡以下職置謹』という‘)第2条第,号所｜
定の事件 ｜

(2)股雛第2綿2号所建の雛(鋳許庁の特餅" ｜
実用新案,.意匠又は商標に関する審決又は決定に対

する不服の訴えに関する事件)

(3) -段置法第2条第3号所定の事件仙(2)の蘇訟に係

る抗告事件, (1)の訴訟を本案とする民事保全事

件, (伽訴訟を本案とする執行停止事件,棚(2)の

事件に係る差戻事件及び再審事件,商号に関する事

件で知的財産に関する専門的な知見を要する事件な

どを含む6 ） ．
； ．

(4)設置法第2条第4号所定の事件

(5)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事

件((,)から(4)までjこ掲げる軸に関するものに限
る。 ）

(6)除斥又は忌避の申立てに関する事件(知的財産高

住民投票に関する訴舩事件

(4)普通地方公共団体に対する国の関与等に関する所

訟事件

（5）差戻事件及び再審事件・

(6)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事

件

（7）除斥又は忌避の申立てに関する事件 ．

（8）管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

（9）高等裁判所を第一審とする家事審判事件

⑩管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の

第一審判決に対する上告事件

⑪管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件 ・

側鉱業等に係る土地利用の鯛整手続等に関する法律

’ 第57条の事件～、

卿最高裁判所にした特別上告提起事件

鯛刑事事件以外の事件で他の部に属しない事仲

(脚民事調停法第20条第,項及び第4項並びに家事
事件手続法第274条第1項による調停事件

2知的財産高等裁判所

知的財産高等裁判所はj次の事件を分担する。

(,)知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第1
。 ､

19号｡以下｢設置法jという。 ）第2条第1号所

定の事件． ．
． ： ．

．(2)設置法第2条第2号所定の事件(特許庁の特許,

実用新案，意匠又は商標に関する審決又は決定に対

する不服の訴えに関寸る事件） ・

(3)設置法第2条第3号所定の事件《1l12)の訴訟に係

る抗告事件， (1)の訴舩を本案とする民事保全事
． ；

‘件,(2)の訴訟を本案とする執行停止事件j (11{2)の

事件に係る差戻事件及び再審事件,商号に関する事

件で知的財産に関する専門的な知見を要する事件な

どを含む。 ）

(4)設置法第2条第4号所定の事件

．(5)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て・

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事
・ o r

件《1)から(4)までに掲げる事件に関するものに限

る。 ）， ．

(6)除斥又は忌避の申立てに関する事件(知的財産高

｛

イ
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機密性2

(参考）

9冊以下のものと19冊を超えるものとに区分し，

同区分に従い,それぞれ受理の順点により，民事部

各部に分配する。また,抗告事件(家庭裁判所の銭

判に対する抗告事件を除く｡、 )で原審記録が5冊を
． p

超えるもの《3)の事件を除く。 ）については, ･事件
． ：

の種類を問わず,受理の順点により，民事部各部に

分配する。 ． ． 、 ： ′

ア民事の控訴事件’－
．:。 、

イメ民事の抗告事件

ウ行政の控訴事件･

ェ行政の抗告事件、

オ選挙に関する訴訟事件，
， ：

力第3章第1節1の(3汲酬4)に掲げる事件． ，

(21ア家庭裁判所の裁判に対する抗告事件ば,遺産分

割の審判に対する抗告事件,子の返還申立事件の

一審と:して行う家事審判事件は，当該抗告事件が

分配された部に分配する｡

ヱア又はイに漢り分配された家庭裁判所の裁判に

対する抗告事件は" (,)による鱗の控訴事件の分
配に当たり‘遺産分割の審判に対する抗告事件2
件を民事の控訴事件3件として，それ以外の抗告

事件又はｳにより分配された高等裁判所が第一審

として行う家事審判事件3件を民事の控蘇事件’
件として計算する。

I)抗告事件《2)の事件を除く6 )で緊急に処理する

・9冊以下のものと19冊を超えるものとに区分し，

同区分に従い,それぞれ受理の順点により，民事部

各部に分配する6.また，抗告事件（家庭裁判所の裁

： 判に対する抗告事件を除く。 ）で原審記録が5冊を

’超えるもの《3)の事件を除く。 ）については，事件

の種類を問わず；受理の順点により，民事部各部に

､分配する6 ． ・

ァ民事の控訴事件
： . 、

イ民事の抗告事件

， ウ行政の控訴事件

． .ェ行政の抗告事件

． ；オ.選挙に関する訴訟事件

: :力篤3章第1節'の(3汲帥xご掲げる事件
(2Iア家庭裁判所の裁判に対する抗告事件は，遺産分・

割の審判に対する抗告事件,子の返還申立事件の

決定に対ずる抗告事件及びそれ以外の抗告事件に

区分し；それぞれ受理の順点により,1隻貝塁蔓艶
.◆ ①

』_墓哩凱-塾…_L謹選に，
分配する。ただ喝家庭裁判所の裁判に対する抗

告事件で原審記録が5冊を超えるものについては，

事件の種類を問わず;麹塁麹一錘屋麹皇
第加民事部及び第11民事理に，受理の順点に‘
り，分配する。

．イアにかかわらず,家事審判事件についての審判

、と当該事件を本案とずる審判前の保全処分につ脚
ての審判（審判前の保全処分の取消しに関する審

判を含む｡以下同じb )が同日にされた場合に
は,それらの審判に対する各抗告事件を同一部に

分配する。

ウア又はイの抗告事件に関連する高等裁判所が第

一審として行う識審判難は, ･当該錨事件が
・分配された部に分配する｡

エア又はイにより分配された家庭裁判所の裁判に

対する抗告事件はi (1)による民事の鱗事件の分

配に当たり,遺産分割の審判に対する抗告事件2

件を民事の控訴事件3件として；それ以外の抗告

事件又はｳにより分配された高等裁判所が第一審
として行う家事審判事件3件を民事の控訴事件1

件として計算する6 ？ ．

(3)抗告事件《2)の事件を除く｡ ）で緊急に処理する

I

（
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(参考）

必要があることが記録上明らかな.ものについては,

原審記録の冊数にかかわらず,事件の種類を問わな

いで,受理の順点により， ､民事部各部に分配する。

(4)第3章第1節1の側に掲げる事鞠ま， 当談調停に
付する裁判をした部に分配する｡ :

2刑事部が分担する事件

(1)‐刑事の控訴事件((2Mこ定めるものを除く。 ）は，

原審記録の重量が2.5キログラム未満5.0キロ．グラ

ム未満， 15.0キログラム未満， 25.0キログラム未満

， 50.0ｷﾛグﾗﾑ未満及び50.0ｷﾛゲﾗﾑ以上の区

分によって受理の順点により，刑事部各部に分配す

・る。

(2) ･裁判員裁判に対する控所事件は,原審記録の重量

が5.0キログラム未満, 1580キログラム未満及び15.

0キログラム以上の区分によって受理の順点Iごより,

刑事部各部に分配する｡ ’

(3)抗告事件(医療観察法による抗告事件を除く。 ） ,

抗告受理申立て事件及び医療観察法による抗告事件

は，それぞれ受理の順点により,刑事部各部(夏期休

意麗蹴看懸鰯難惨｜
等の秩序維持に関する法律による監置処分に対する
抗告事件その他急速に処理する必要のある抗告事件

を含む, ）は,吹の要領により分配する。 ‘

ア各部のうち’箇部を当番部とし，当番部は，当

、番日（執務時間外を含む｡）に受理した裏件をす

べて処理するものとする。

イ当番日に分配を受けた事件数が多く. :これを処

理することが困難なときは，翌当番日の当番部と
■ 勺 ■ ■ 4 .

協礒の上jこれを処理することができる。
； ・

翌当番日の当番部が，前記協議により事件を処

理したときは, これを当番部として処理したもの
とする。 ・

ウ当番部が出張等の理由で差し支えがあるとき

は,翌当番日の当番郡と当番部を繰り替えるもの
とする。

(4) （')のうち,学生等集団事件については,原審記録
の重量が".0キログラム未満のものについては,第

一審の審判が単独体で行われたものと合議体で行わ

れたものとに区別し,それぞれ受理の順点により，

必要力物ることが記録上明らかなものについては，

原審記録の冊数にかかわらず,事件の種類を問わな

いで，受理の順点により，民事部各部に分配する。

(4)第3章第'節,の函に掲げる事件は,当該鯛停に
付する裁判をした部に分配するd ;

2刑事部が分担する事件

（1）刑事の控訴事件《2)に定めるものを除く。 ） ･は，

原審記録の重量が2.5キログラム未満， 5.0キログラ

ム未満, 156.0キログラム未満,25.0条ログラム未満

，5α0キログラム未満及び50.0キログラム以上の区

分によって受理の順点により，刑事部各部に分配す

る。

(2).裁判員裁判に対する控訴事件は,･原審記録の重量

が5.0ｷﾛグﾗﾑ未満, ,5.0ｷﾛグﾗﾑ未満及び,5．
0キログラム以上の区分によって受理の順点により，

刑事部各部に分配する6

(3)抗告事件(医療観察法による抗告事件を除く6 ） ‘
抗告受理申立て事件及び医療観察法による抗告事件

は,それぞれ受理の噸点により,刑事部各部(夏期休
廷中に受理した事件についてば,艇部を除く．）
に分配する。ただし,勾留に関する抗告事件(法廷

等の秩序維持に関する法律による監置処分に対する

抗告事件その他急速に処理する必要のある抗告事件
を含む｡ )は,次の要領により分配する。

● P ● 0

ア.各部のうち1箇部を当番部とじ，当番部は.当

番日(執務時間外を含む｡ ）に受理した事件をす

べて処理するものとする。

． ､イ当番日に分配を受けた事件数が多く, ，これを処

‘理する.ことが困難なときは,翌当番日の当番部と

協畿の上, ･これを処理ずることができる｡
9 ●

翌当番日の当番部が,前紀協議により事件を処

理したときは,これを当番部として処理したもの
とする。 ．

ウ当番部が出張等の理由で差し支えがあるとき

は，翌当番日の当番部と当番部を繰り替えるもの

・ とする。

f(4) (1)のうち，学生等集団事件については,原審記録

の重量が25.0キログラム未満のものについては,第

一審の審判が単独体で行われたものと合礒体で行わ

れたものとに区別し，それぞれ受理の順点により，

（
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(参考）

刑事部各部に分配する｡‘

(5) （1）のう･ち,各種税法違反事件(関税法違反事件を

除く。ただし,関税ほ脱罪については,この限ｳで
ない.‘ ）は,第1刑事部に分配し, :(')の関係におい

では,他の控訴事件の3件として計算する。 ．

(6) ’(3)のう.ち，抗告受理決定後の抗告事件について

は，その決定をした部に分配する。 ．

(7) (3)の婦合に,同一の事件について,少羊の抗告事

件と抗告受理申立て事件を受理したときは,次の要
． ． ： ‘

領により分配する。

ア同時に受理したとき又は少牟の抗告事件の分配

後に抗鑑運申立て事件を受理したときは,抗告
受理申立て事件は，少年の抗告事件が分配された

． ： ？ ， ．
部に分配する｡ 、

イ抗告受理申立て事件の分配後に少年の抗告事件

刑事部各部に分配する。

(5) (1)のうち,各種税法違反事件(関税法違反事件を

除く。ただし,関税ほ脱罪についてはiこの限りで

ない｡､ ）は，第1刑事部に分配し， (1)の関係におい

ではj他の控訴事件の3件として計算する｡《 ‘

16) (3)のうち,抗告受理決定後の抗告事件につい･て

は,．その決定をした部に分配する6

17) , (3勉鵠合に;"同二の事件について, ‘少年の抗告事
件と抗告受理申立て事件を受理したときは,次の要

領により分配する。 ． ・

ア．同時に受理したとき又は少年の抗告事件の分配

後に抗告受理申立て事件を受理したときは，抗告

受理申立て事件は,少年の抗曽事件が分配された
･ ダ

部に分配する。 ：

、 イ抗告受理申立て事件の分配後に少年の抗告事件

を受凱だときば;少年の抗告事件は,抗告受理
：申立て事絆が分配された部に分配する。

3除斥又は忌避の申立て等

除斥若しくは忌避の申立て又は刑事窃訟法第428

条第2項の異議の申立てIこ関する裁判は，民事部及び

刑裏部におv,ては;各別に次位の部が,特別部におい

ては，その部がこれをする。 …‘ 、

4差戻事件

.(1)'差戻事件は,民事部及び刑事部各別に，民事部に

おいてば”,刑事部においては2の各控訴事件の

ゞ 分配に繰り久れて各部に分肌,特別部の事件ぱ,1
0 p B t

その部に分配する｡ >

（2） (1)の場合に特別部の事件を分配する部がないとき

は,常置委員会又は東京高等裁判所裁判官会蕊規程

第12条の代表者会議の議により輿その性質に従っ

て相当である部に分配する。

5再審事件等 “

(1)民事に関する再審事件,民事事件について最高裁

‘ 判所にした上告提起事件,上告受理申立て事件，特

、別上告提起事件及び特別抗告提起事件，《許可抗告申

。立て事件，刑事に関する再審諮求事件j刑事補償請

求事件並びに費用補償請求事件は，その裁判をした

部に分配する。

(2) （1）の場合に事件を分配する部がないときは,民事
部及び刑事部各別に,受理の頒点により,各部に分

5

I

‘を受理したときは，少年の抗告事件は, ､抗告受理

申立て事件が分配さ託た部に分配まる。 、

3溌斥又は忌避の申立て等

除斥若しくは忌避の申立て又は刑事訴訟法第428

条第2項の異議の申立てに関する裁判は，民事部及び

刑事部においては, :各別に抜位の部が,雲特別部におい

ては，その部がこれをする。 . ･1 ･
4差戻事件 ． ,・ ・

さ ･

（1）差戻事件は，民事部及び刑事部各別に，民事部に

おいてば,の,刑事部においては2の各控翫誹の
分配に繰り入れて各部に分配し，特別部の事件賎

． . ｡ . ！ ､

：
． ･その部に分配する。 ． ，

（2） (1)の場合に特別部の事件を分配する部がないとき

は;常置委員会又は東京高等裁判識判官会毒規程
第12条の代表者会畿の蟻によj;その“に従っ
て相当である部に分配する｡〆

． ’
5再審事件等 、 ､ ’

I1)民事に関する再審事件,民事事件について最高裁｜
判所にした上告提起事件,上告受理申立て事件,特

別上告提起事件及び特別抗告提起事件，許可抗告申

立て事件,刑事に関する再審請求拳件j鋼事補償請
求事件並びに費用補償請求事件は,その裁判をした

． q

; .j
部に分配する。 ． ．

(2) （')の場合に事件を分配オる部がないときは,民事

部及び刑事部各別に，受理の順点により,各部に分

（
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蕊
（

（
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（
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(参考）

5削除
一一
一
》
Ⅷ
ル
ー
》
》

式審記録の夏堂が2.5キP

一
口
一
一
↓
一
一
一

I

0

一
一
一
・
一
一
己
一
口
一
一
口
Ｉ
一
口
一
一
一

別表1から3まで
巳～ ■ 巳

(略）

0
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0

（令和4年1月1日現在）

長官に差し支えがあるときの代理順序の指名について

長官に差し支えがあるときに長官を代理してその職務を行う裁判官を次のとおり

指名する。

第1順位第10民事部高橋1 譲部総括判事

第2順位 第 1刑事部若園敦雄部総括判事

（1月から6月まで｡ 7月から12月は第1順位と第2順位が逆となる｡ ）
雌
〆
剛
》
ゞ
鮒
．
鮒
伽
・
雌
、
鮒
剛

３
４
・
５
６
．
７
８
９
．
、

第
第
第
第
第
第
第
一
第

第15民事部

第2q民事部

第21民事部

第17民事部

第8刑事部

第2刑事部

第11刑事部

第4刑事部

村
上
塚
尾
藤
善
浦
野

中
・
村
定
矢
近
大
三
大

也寸志部総括判事

正敏部総括判事

誠部総括判事

渉部総括判事

宏子部総括判事

文男部総括判事

透､部総括判事

勝則部総括判事
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